
 
国土交通省は直轄工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、工事請負

契約書第 25条第 5項（単品スライド条項）に基づく請負代金の見直しを円滑に行うこ
とができるよう、国では、6月 13日に、県・静岡市では 6月 20日に本条項の当面の
運用ルールを定め、本条項を発動されました。 
これは、昭和 55年以来 28年ぶりの措置であり、工事請負契約書に本条項を設けて
からは初めての発動になることから、広く運用の考え方を理解していただくために、

中部地方整備局及び静岡県にご協力いただき開催することとなりました。 
つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、多数ご参加いただきますようご案内申

し上げます。 
また、単品スライド条項の説明と併せて「設計変更ガイドライン」「工事一時中止ガ

イドライン」並びに「住宅瑕疵担保履行法」等の説明も行われます。 
 

単品スライド条項等説明会ご案内 

◎日 時 平成 20年 7月 9日（水）13:30より
◎会 場 静岡商工会議所 5階ホール 
      静岡市葵区黒金町 20-8  

電話 054-253-5111 
◎内 容 ① 単品スライド条項について（国土交通省） 
     ②「設計変更ガイドライン」について 
     ③「工事一時中止ガイドライン」について 

①～③について： 
国土交通省中部地方整備局技術管理課・契約課担当官 

     ④ 単品スライド条項について(静岡県) 
     ⑤「住宅瑕疵担保履行法等」について 
       ④～⑤について： 
        静岡県建設部建設支援局担当者 

日時・会場・内容 

主 催 社団法人静岡県建設業協会 
     社団法人静岡県建設産業団体連合会 
     静岡県中小建設業協会 
 共 催 国土交通省中部地方整備局 静岡県 
 協 賛 株式会社建通新聞社 
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単品スライド条項等説明会申込書 
平成 20年  月  日 

所属団体名  

会 社 名  

住   所  

担 当 者 名       

メールアドレス  
電 話 番 号       FAX  

役職名 受講者氏名 備 考 
   

   

   

参加要領 
■対 象 者：どなたでも  
■定 員：250名（先着順、定員になり次第締め切ります） 
■持 ち 物：筆記用具 
■申込方法：下記申込書に必要事項をお書きの上、メール又は FAXで 

お申し込み下さい。 
メールアドレス info@sizkk-net.or.jp 
FAX 054-255-5590 

■申込期限：平成 20年 7月 1日（火曜日） 
■そ の 他：駐車場はありません。 
■問 合 せ：〒420-0857 静岡市葵区御幸町 9-9  
       静岡県建設業協会 担当 矢崎・今井 

電話 054-255-0234 

FAX 054-255-5590 


